
 

議案第８号 

 

渋谷区立二の平渋谷荘条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年２月１８日 

渋谷区長  長 谷 部  健 

 

 

渋谷区立二の平渋谷荘条例の一部を改正する条例 

渋谷区立二の平渋谷荘条例（昭和４６年渋谷区条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項第６号中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

第１４条を第１５条とする。 

第１３条第１項中「第１０条」を「第１１条」に改め、同条を第１４条とし、第１

０条から第１２条までを１条ずつ繰り下げ、第９条の次に次の１条を加える。 

（利用料金の減額） 

第１０条 指定管理者は、区規則で定めるところにより、利用料金を減額することが

できる。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

（説明） 

二の平渋谷荘の利用料金の減額制度を定めるため、条例の一部を改正する必要があ

るので、この案を提出する。 


